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「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に 
対する加点措置の運用について」の一部改訂について 

  
  総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用については、

令和４年１月１８日付け事務連絡（令和４年２月９日一部改訂）にて通知したところである

が、令和４年８月８日付け事務連絡で大臣官房会計課長、同技術調査課長、同官庁営繕部管

理課長、同官庁営繕部計画課長、港湾局総務課長、同技術企画課長、航空局予算・管財室長、

同航空ネットワーク部空港技術課長、同交通管制部交通管制企画課長及び北海道局予算課

長から「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の事業年度開始月と賃上げ実施

月が異なる場合の取扱いについて」及び「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企

業に対する加点措置について」に基づく減点措置の取扱いについて」が通知されたことをう

け、東北地方整備局の運用を別添のとおり一部改訂するので、入札説明書への記載及び賃上

げを表明した契約済みの受注者への確実な周知について適切に対応されたい。 
 なお、入札説明書への記載については、令和４年９月１日以降に入札手続きを開始する調

達から適用を開始する。 
 
 
 

担当・問合せ先 
（工事・業務）総務部契約課建設専門官／契 約 第 一 係 長 
（物品・役務）総務部契約課課長補佐／購 買 第 一 係 長 
（工 事）企画部技術管理課課長補佐／技 術 審 査 係 長 
（業 務）企画部技術管理課建設専門官／工事品質確保係長 



別添（工事） 

１．適用対象 

令和４年２月１日以降に入札契約手続きを開始し、令和４年４月１日以降に契約を締

結する総合評価落札方式による全ての工事を対象とする。なお、技術提案評価型Ｓ型（Ｗ

ＴＯ対象）段階的選抜方式適用工事の一次審査においては対象外とする。 

 

２．評価項目及び配点について 

  （１）加算点の評価項目に「賃上げの実施に関する評価」を追加する。 

（２）（１）の配点は、加算点の満点の５％以上となる最小の整数とする。 

施工能力評価型Ⅰ型及びⅡ型の場合は３点（２点※１）、技術提案評価型Ｓ型

及びＡ型は４点（３点※１）とする。 

※１ 施工体制確認型を適用しない場合の点数 

 

３．入札公告及び入札説明書等への記載及び申請様式について 

  （１）入札公告及び入札説明書等への記載は、別紙１のとおりとする。なお、入札公告

及び入札説明書の総合評価に関する事項における「賃上げの実施に関する評価」の

評価基準欄『令和◯年』の記載は別紙６の考え方によること。 

  （２）公告時等に配布する申請様式は、別紙２のとおりとする。 

 

４．落札者への周知について 

    加点を受けて落札者となった者は、事業年度、暦年（以下、「事業年度等」という。）

又は例年の賃上げ実施月から１年間の評価期間終了後、賃上げ実績が確認できる資料の

提出が必要となることから、契約担当官等は、落札決定後、落札者（※２）に対し別紙３

を配布し、確認資料の提出を周知徹底すること。 

 ※２ 賃上げに係る加点を受けているか否かに関わらず、全ての落札者に配布すること。 

 

５．賃上げ実績の確認 

    契約担当官等は、事業年度等終了後、受注者から提出された賃上げ実績に係る資料の確

認作業を行うこととなるが、確認作業及び確認結果の報告方法等詳細については、「総合

評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用について」の取扱

いについて（令和４年３月２４日）の別紙１により対応すること。 

 

６．賃上げ基準に達していない者について 

賃上げ基準に達していない者として財務省から通知された者については、通知があっ

た日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において減点を

行うこととなるが、当該減点は、施工能力評価型Ⅰ型及びⅡ型の場合は４点（３点※３）、



技術提案評価型Ｓ型及びＡ型は５点（４点※３）とする。 

なお、通知方法等の詳細については、「総合評価落札方式における賃上げを実施する企

業に対する加点措置の運用について」の取扱いについて（令和４年３月２４日）の別紙２

により対応すること。 

※３ 施工体制確認型を適用しない場合の点数 

 

７．国庫債務負担行為による契約の次回発注工事における加点について 

    当該加点対象工事は、４ヶ年国債以上で、かつ実質的に事業の同一性が確認され

る工事となることから、現時点において対象工事はないと想定しているが、疑義が生じた

場合は、企画部技術管理課へ確認すること。  
 



                                                                     別添（業務） 
 
１．適用対象 
  令和４年２月１日以降に入札契約手続きを開始し、令和４年４月１日以降に契約を締

結する総合評価落札方式による全ての業務を対象とする。なお、プロポーザル方式によ

る業務は対象外とする。 
 
２．評価項目及び配点について 
  （１）技術評価点を算出する評価項目に「賃上げの実施に関する評価」を追加する。 
  （２）（１）の配点は、技術点の満点の５％以上となる最小の整数とする。 
     【例】技術点の満点が１０６点の場合、賃上げに係る技術点は６点。 
       （６点／１０６点＝約５．７％） 
 
３．入札公告及び入札説明書等への記載及び申請様式について 
  （１）入札公告及び入札説明書等への記載は、別紙４のとおりとする。なお、入札公

告及び入札説明書の総合評価に関する事項における「賃上げの実施に関する評価」

の評価基準欄『令和◯年』の記載は別紙６の考え方によること。 
  （２）公告時等に配布する申請様式は、別紙２のとおりとする。 
 
４．落札者への周知について 
    加点を受けて落札者となった者は、事業年度、暦年（以下、「事業年度等」という。）

又は例年の賃上げ実施月から１年間の評価期間終了後、賃上げ実績が確認できる資料の

提出が必要となることから、契約担当官等は、落札決定後、落札者（※）に対し別紙３

を配布し、確認資料の提出を周知徹底すること。 
 ※１ 賃上げに係る加点を受けているか否かに関わらず、全ての落札者に配布すること。 
 
５．賃上げ実績の確認 
    契約担当官等は、事業年度等終了後、受注者から提出された賃上げ実績に係る資料の

確認作業を行うこととなるが、確認作業及び確認結果の報告方法等詳細については、「総

合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用について」の取

扱いについて（令和４年３月２４日）の別紙１により対応すること。 
 
６．賃上げ基準に達していない者について 
  賃上げ基準に達していない者として財務省から通知された者については、通知があっ 

た日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において減点

を行うこととなるが、当該入札における減点については、賃上げに係る技術点に１点を

加えた点数とする。なお、通知方法等の詳細については、「総合評価落札方式における

賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用について」の取扱いについて（令和４年

３月２４日）の別紙２により対応すること。 
 
７．国庫債務負担行為による契約の次回発注業務における加点について 
  当該加点対象業務は、４ヶ年国債以上で、かつ実質的に事業の同一性が確認される業 

務となることから、現時点において該当業務はないが、疑義が生じた場合は、企画部技

術管理課へ確認すること。 



別添（物品等契約） 

１． 適用対象 
    令和４年２月１日以降に入札契約手続きを開始し、令和４年４月１日以降に契約

を締結する総合評価落札方式による全ての「物品の製造・販売」、「役務の提供等」に

係る調達（以下、「物品等契約」という。）を対象とする。 
 なお、令和４年２月１日より前に入札契約手続きを開始する車両管理業務委託も 
対象とする。 
ただし、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した 

   契約の推進に関する方針」（平成 19 年 12 月 7 日閣議決定）に基づく自動車の購入及 
び賃貸借に係る調達及び企画競争方式による調達は対象外とする。 

 
２． 評価項目及び配点について 

（１） 評価項目に「賃上げの実施に関する評価」を追加する。 
（２） （１）の配点は、加算点の満点の５％以上となる最小の整数とする。 

【例】加算点の満点が１０６点の場合、賃上げに係る加算点は６点。 
   （６点／１０６点＝５．７％） 

 
３． 入札説明書への記載及び申請様式について 

（１） 入札説明書への記載は、別紙５のとおりとする。 
なお、入札説明書の総合評価に関する事項における「賃上げの実施に関す

る評価」の評価基準欄『令和◯年』の記載は別紙６の考え方によること。 
（２） 入札公告時に配布する申請様式は、別紙２のとおりとする。 

 
４． 落札者への周知について 

加点を受けて落札者となった者は、事業年度、暦年（以下、「事業年度等」とい

う。）又は例年の賃上げ実施月から１年間の評価期間終了後、賃上げ実績が確認で

きる資料の提出が必要となることから、契約担当官等は、落札決定後、落札者に対

し別紙３を配布し、確認資料の提出を周知徹底すること。 
 ※ 賃上げに係る加点を受けているか否かに関わらず、全ての落札者に配布する 

こと。 
 

５． 賃上げ実績の確認 
契約担当官等は、事業年度等終了後、受注者から提出された賃上げ実績に係る資料 

の確認作業を行うこととなるが、確認作業及び確認結果の報告方法等詳細について 
は、「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用につ

いて」の取扱いについて（令和４年３月２４日）の別紙１により対応すること 
 

６． 賃上げ基準に達していない者について 
賃上げ基準に達していない者として財務省から通知された者については、通知が

あった日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札におい

て減点を行うこととなるが、当該入札における減点については、賃上げに係る加算点

に１点を加えた点数とする。 
 なお、通知方法等の詳細については、「総合評価落札方式における賃上げを実施す

る企業に対する加点措置の運用について」の取扱いについて（令和４年３月２４日）

の別紙２により対応すること 



別添（物品等契約） 

 
 

７． 国庫債務負担行為による契約の次回発注物品等契約における加点について 
    当該加点対象物品等契約は、４ヶ年国債以上で、かつ実質的に事業の同一性が確認

される調達となることから、現時点において該当する調達はないが、疑義が生じた場

合は、総務部契約課購買第一係へ確認すること。 
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別紙１

工事（施工能力評価型【Ⅰ型・Ⅱ型 ）の記載例】

※技術提案評価型（Ｓ型・Ａ型）等においても同様に記載すること。

【入札公告】

１．工事概要

（６）㉕

、 。本工事は 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である

３．総合評価に関する事項

（１）評価項目

本工事の総合評価は、次の①から②までと価格を総合的に評価して落札者を決定す

るものとする。

②施工能力等（企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価）

【入札説明書】

３．工事概要

（６）㉕

、 。本工事は 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である

５．総合評価に関する事項

（１）評価項目

本工事の総合評価は、次の①、②と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。

賃上げの実施に関する評価）②施工能力等（企業の能力等、技術者の能力等、

（２）総合評価の方法

②施工体制評価点及び加算点

（ 。 「 」 。） 、入札価格及び技術資料 上記(1)② 以下 技術資料 という の内容に応じ

上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価

を行い、加算点を与える。なお、施工体制評価点の最高点数は３０点、加算点の

最高点数は４３点（企業の能力等２０点、技術者の能力等２０点、賃上げの実施

に関する評価３点）とする。

（４）評価に関する基準 Ⅱ．加算点

）賃上げの実施に関する評価3
評価項目 評価基準 配点 得点

賃上げの実施を表明した 令和〇年 ４月以降に開始する最初の事 3.0
※１

企業等 業年度または令和〇年 （暦年）におい /3.0
※１

て、対前年度または前年比で給与等受給者

一人当たりの平均受給額を３％以上増加さ

せる旨、従業員に表明していること【大企
※２

業】
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令和〇年 ４月以降に開始する最初の事※１

業年度または令和〇年 （暦年）におい※１

て、対前年度または前年比で給与総額を1.

5％以上増加させる旨、従業員に表明して
※２

いること【中小企業等】

※１ ○年：契約を行う予定の年度または暦年を記載すること。

【例】令和４年４月から１２月に契約する場合の記載

令和４年４月以降に開始する最初の事業年度または令和４年（暦年）

令和５年１月から３月に契約する場合の記載

令和４年４月以降に開始する最初の事業年度または令和５年（暦年）

※２ 「中小企業等」とは、法人税法第６６条第２項又は第３項に該当する者の

ことをいう。ただし、同条第６項に該当するものは除く 「大企業」はそ。

れ以外の者のことをいう。

７．競争参加資格の確認等

（３）⑫

賃上げの実施に関する評価（別記様式 ～ ）11 12
11 11本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別記様式 の１又は別記様式

の２の「従業員への賃金引上げ計画の表明書 （以下「表明書」という ）を提出」 。

すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要であ

る。

また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申

告書別表１ （別記様式 ）を提出すること。なお 「中小企業等」とは、法人税」 、12

法第６６条第２項又は第３項に該当する者のことをいう。ただし、同条第６項に

該当するものは除く 「大企業」はそれ以外の者のことをいう。。

経年的に本制度項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年

単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受ける

ために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、

賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃

上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない

期間とすること。

なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により

表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、

速やかに契約担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す

書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出する

ものとする。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明

「 」（ ） 「「 」した年度とその前年度の 法人事業概況説明書 別記様式 の 主要科目13 10

のうち「労務費 「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額 （以下「合計額」と」、 」

いう ）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することに。
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より行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を

決算日（別記様式 の１に記載の事業年度の末日）の翌日から起算して２か月以11

40 34 75内に契約担当官等に提出すること ただし 法人税法 昭和 年法律第 号 第。 、 （ ）

条の２の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等へ

の提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は 「給与所得の源泉徴収票等の法定、

調書合計表 （別記様式 ）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（ 」の「Ⓐ俸」 ）14 375

給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較す

ることとする（※１及び２ 。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資）

料を翌年の１月末までに契約担当官等に提出すること。

※１ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場

合は別記様式 の「合計額」と、暦年単位の場合は別記様式 の「支払13 14
金額」とする。

※２ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は

公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認するこ

とができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書

類をもって上記書類に代えることができる。

この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は以下のとおりである。

①確認書類の提出方法

○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により 「入札説、

明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認

められる」ことが明記された書面（別記様式１５）を、賃上げを行ったこ

とを示す書類と共に提出

※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。

※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後で

あってもその後に減点措置を行う。

※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をも

って賃上げ実績を証明することも可能である。

②「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方

○中小企業等においては、実態に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平

均受給額」いずれを採用することも可能

○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃

金などにより評価することも可能。

○入札説明書に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮で

きない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び

給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待す

るものである。

※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃

上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評
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価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間におい

て賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図

ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。

※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実態を踏まえ

て判断することも可能とする。

③ ②の具体的な場合の例

（〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内

賃金などにより評価することも可能）

・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額

が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総

額等を評価する。

・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価

する。

・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇

の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。

・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対

応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務

手当等を除いて給与総額等を評価する。

・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事するこ

とが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。

災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務

や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。

・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

（〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考

慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する）

・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場

合、別途これを考慮して評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れ

による労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際

に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除

いて評価する。

・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない

場合は、これを除いて評価する。

・令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上

げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績

を評価する。

・事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合に

は、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から１年間の賃上げ実績を評価

することができる。



- 5 -

①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。

※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが

行われていること。

②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること （意図的に賃上げ実施。

月を遅らせていないこと ）。

※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするので

はなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限

は、当該評価期間の終了月の翌々月末までとなる。

※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものでは

ない。

上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組

により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は

本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が

通知する減点措置の開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札

、 （ ）に参加する場合 本取組により加点された割合よりも大きな割合 １点大きな配点

の減点を行う。

なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達

成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員であ

る企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。

以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行するこ

とができなかった者については、減点措置を課さないこととする。

（１） 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す

る法律 （平成８年法律第 号）第２条第１項の規定に基づき指定された特定非85
常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が

所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないことと

する。

（２）各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 年のいわゆる「リーマンショッ20
ク」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を

課さないこととする。

（３ （１）及び（２）に該当しない場合であっても、次のような自らの責によ）

らない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名また

は記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合に

は減点措置を課さないこととする。

① 自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な災

害（火災等）等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の

遂行が一定期間不可能となった場合

② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
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③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の

一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合

など

※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定して

いるが、これに限らない。

※個別具体の天災事変等が（１）及び（２）に相当すると認められるかどうかに

ついては、別途周知する。

※（１）から（３）は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可

能性がある。

別記様式１（競争参加資格確認申請書）

入札説明書 ７．( ) ⑫に定める賃上げの実施に関する評価の確認資料（別記様11 3
式 及び ）11 12



 
（別紙１の１）                             【大企業用】 
 
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は

対前年）増加率○％以上とすることを 

表明いたします。 
 従業員と合意したことを表明いたします。    
 
 
 
 
 
 
 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
 
 
 
 
 

【注意事項】（表明書提出時に、この【注意事項】は、削除してください） 

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段「表明いたします。」を、

既に本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段「従業員と合意し

たことを表明いたします。」を選択（〇で囲むか、非選択文言を削除）してください。 

【注意事項】（表明書提出時に、この【注意事項】は、削除してください） 

※「代表者氏名」及び「従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印」は必須項目ですの

で、漏れの無いよう記載願います。 

82800049
テキスト ボックス
別紙２



 
（別紙１の１）                             【大企業用】 
 
 

（留意事項） 
１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
ただし、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 75 条の２の規定により申告

書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の

規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。 
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時

に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとしま

す。 
５．表明書の従業員代表、給与又は経理担当者（以下、従業員代表等）について

は特定の立場・役職等により制約するものではなく、提出者の実情に応じて選

出していただくことで構いません。なお、従業員代表等の押印がない場合は加

点対象となりません。 
６．複数の契約担当官等の同一発注年度における調達に参加する場合、他の案件

で提出したものの写しを提出することもできます。 
７．電子入札システム及び電子調達システムを利用して提出する場合は、従業員

代表等の印影があるものを提出してください。 

８．経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年

単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受け

るために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重な

り、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよ

う、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重

ならない期間とすること。 
 



 
（別紙１の２）                           【中小企業等用】 
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とす

ることを 

表明いたします。 
  従業員と合意したことを表明いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【注意事項】（表明書提出時に、この【注意事項】は、削除してください） 

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段「表明いたします。」を、

既に本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段「従業員と合意し

たことを表明いたします。」を選択（〇で囲むか、非選択文言を削除）してください。 

【注意事項】（表明書提出時に、この【注意事項】は、削除してください） 

※本紙の提出にあたっては、直近の事業年度の「法人税申告書別表１」（別記様式〇〇）も 

併せて提出してください。 

【注意事項】（表明書提出時に、この【注意事項】は、削除してください） 

※「代表者氏名」及び「従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印」は必須項目ですの

で、漏れの無いよう記載願います。 



 
（別紙１の２）                           【中小企業等用】 
 

（留意事項） 
１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
ただし、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 75 条の２の規定により申告

書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の

規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。 
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時

に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとしま

す。 
５．表明書の従業員代表、給与又は経理担当者（以下、従業員代表等）について

は特定の立場・役職等により制約するものではなく、提出者の実情に応じて選

出していただくことで構いません。なお、従業員代表等の押印がない場合は加

点対象となりません。 
６．複数の契約担当官等の同一発注年度における調達に参加する場合、他の案件

で提出したものの写しを提出することもできます。 
７．電子入札システム及び電子調達システムを利用して提出する場合は、従業員

代表等の印影があるものを提出してください。 

８．経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年

単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受け

るために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重な

り、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよ

う、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重

ならない期間とすること。 
 

















（別紙様式） 

賃金引上げ計画の達成について 
 
 
私は、〇〇株式会社が、令和〇年度（令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 

までの〇〇株式会社の事業年度）（又は〇年）において、令和〇年〇月〇日付け 
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したこと を別添

書類によって確認いたしました。 
 

（同等の賃上げ実績と認めた評価の内容） 
 （記載例１） 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、

〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増

加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は

〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと

認めました。  
 
（記載例２） 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなど 

による超過勤務手当が多く発生した（対前年度〇％増加）が、評価

対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇％

減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○％の

増加にとどまったものの、基本給総額は〇％増加していたため、表

明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 
 
 
令和  年  月  日 
 （住所を記載） 
 （税理士又は公認会計士等を記載）  氏名 〇〇 〇〇 
 
 
（添付書類） 
 ・〇〇〇 
 ・〇〇〇 



賃上げ実績における確認資料の提出について

賃上げの実施に関する評価項目を設定しているすべての調達（工事・業務・
物品・役務）において、『表明書』の提出により加点を受けた場合、表明した率
の賃上げを実施したかどうかを確認するため、下記の資料をご提出ください。

【事業年度単位での賃上げを表明した場合】

◯提出資料
賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」

◯提出期限
決算日（表明書に記載の事業年度の末日）の翌日から起算して２ヶ月
以内。ただし、法人税法（昭和40年法律第34号）第75条の２の規定に
より申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等へ
の提出期限を法人税法第75条の２の規定により延長された期限と同じ
期限に延長するものとします。

なお、次に該当する場合は、別途契約担当官等が通知する減点措置の開始の日
から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加点を受
けた割合よりも大きな割合の減点を行いますのでご注意ください。

①上記の提出期限までに資料が提出されない場合
※事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から１年間の賃上げ実績を評価し
た場合を除く（この場合の確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月
の翌々月末までとなります）

②賃上げ実績の確認を行った結果、加点を受けた落札者が表明書に記載した賃
上げ基準に達していない場合
※天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行できなかった場合を除く

③本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合

【暦年単位での賃上げを表明した場合】

◯提出資料
賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定
調書合計表」

◯提出期限
賃上げを表明した年（表明書に記載）の翌年１月末まで

別紙３

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等
の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認
められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができ
ます。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙のとおりです。
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税理士又は公認会計士等の第三者により賃上げ実績を確認する場合の 

確認書類の提出方法等 

 

１．確認書類の提出方法 

〇賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されて

いる基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された

書面（別紙様式）を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。 
※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。 
※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその

後に減点措置を行う。 
※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ 実
績を証明することも可能である。 

２．「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方 

  〇中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いず     
れを採用することも可能。 

〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより

評価することも可能。 
〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場 
合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。 

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担

当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 
※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃上げが伴ってい

ないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上

げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表

明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為

と見なされる。  
※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断するこ

とも可能とする。 

 

～具体的な場合の例～ 

（各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより 

評価することも可能） 

 ・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する

場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 
 ・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 
 ・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者な
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ど給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 
 ・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応するため、

計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額

等を評価する。 
 ・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求めら

れ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御で

きない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総 額等を評

価する。 
 ・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 
 

（〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場

合、適切に控除や補完が行われたもので評価する） 

 ・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途こ 
れを考慮して評価する。 

 ・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務

費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 
 ・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に

支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 
 ・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、こ

れを除いて評価する。 
 ・令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げを実施し

た場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を評価する。 
・事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業   

 年度開始月よりも後の賃上げ開始月から１年間の賃上げ実績を評価することができ 

る。 

１）契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。 

※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行わ 

 れていること。 

２）例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。（意図的に賃上げ実施月を 

  遅らせていないこと。）  

※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではな 

く、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該 

評価期間の終了月の翌々月末までとなる。 

 
 ※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 



 
 

（別紙様式） 

賃金引上げ計画の達成について 
 
 
私は、〇〇株式会社が、令和〇年度（令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 

までの〇〇株式会社の事業年度）（又は〇年）において、令和〇年〇月〇日付け 
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添

書類によって確認いたしました。 
 

（同等の賃上げ実績と認めた評価の内容） 
 （記載例１） 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、

〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増

加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は

〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと

認めました。  
 
（記載例２） 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなど 

による超過勤務手当が多く発生した（対前年度〇％増加）が、評価

対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇％

減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○％の

増加にとどまったものの、基本給総額は〇％増加していたため、表

明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 
 
 
令和  年  月  日 
 （住所を記載） 
 （税理士又は公認会計士等を記載）  氏名 〇〇 〇〇 
 
 
（添付書類） 
 ・〇〇〇 
 ・〇〇〇 
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別紙４

コンサルタント業務（一般競争入札・技術点１０６点）の記載例

※簡易公募型競争入札においては青文字も追加で記載すること。

【入札公告】

１．業務概要

（ ） 、 。11 本業務は 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である

【共通説明書】

．参加表明書の提出方法等8
(３)賃上げの実施に関する資料

個別説明書１１、(３)、③賃上げの実施に関する評価で加点を希望する入札参加者

は、様式１２－１又は様式１２－２に示す「従業員の賃金引上げ計画の表明書」を作

成し、参加表明書の提出時に提出すること。

提出期限及び提出場所(４)

提出期限及び提出場所は個別入札説明書による。

なお、提出期限内に提出されなかった場合は本競争に参加できない。

．総合評価に関する事項12

(２)総合評価の方法

②技術評価点の算出方法

技術提案書の内容に応じ、下記 )、 )、 )、 )の評価項目毎及び本業務の予定価1 2 3 5
格が 万円を超える場合には、 ) の評価項目を加えて評価を行い、技術評価点を500 4
与える。

なお、技術評価点の最高点数は 点とし、小数 位切り捨て、小数 位止めとす60 5 4
る。

1) 競争参加資格確認申請者 企業 の経験及び能力（ ）

2) 予定技術者の経験及び能力
3) 実施方針など
4) 技術提案の履行確実性
5) 賃上げの実施に関する評価

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝ 点×（技術評価の得点合計／技術点の満点）60
技術評価の得点合計＝（ ) に係る評価点］＋［ ) に係る評価点 ）［ ］1 2

（ ［ ］）＋ 技術提案評価点× ) の評価に基づく履行確実性度4
＋（ ) に係る評価点 ）［ ］5

技術提案評価点＝［ ) に係る評価点］3
なお、本業務における技術点の満点は個別入札説明書による。

また、技術点の満点は技術評価の配点の合計とする。
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【個別説明書】

３．業務概要

（７）業務の実施形態

③本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

11．総合評価に関する事項

（１）本業務における技術点の満点は 点とする。106
３ 技術評価点を算出するための基準（ ）

競争参加資格確認申請書の評価項目、判断基準並びに配点は以下のとおりとする。

なお 「② 実施方針など」は書面により評価する。、

また、競争参加資格確認申請書の提出様式は、様式 から様式 まで、並びに参1 13
考資料様式－ 及び とする。評価対象外の項目に関する様式は提出不要である。1 2

③賃上げの実施に関する評価

評価項目 評価基準 配点割合

令和○ 年４月以降に開始する最初の事業年度（※）

または令和○ 年（暦年）において、対前年度ま
（※）

たは前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額

賃上げの実施 を３％以上増加させる旨、従業員に表明しているこ

を表明した企業 と【大企業】 点
※1 6

等

令和○ 年４月以降に開始する最初の事業年度（※）

または令和○ 年（暦年）において、対前年度ま
（※）

たは前年比で給与総額を1.5％以上増加させる旨、
※1

従業員に表明していること【中小企業等】

（※）○年：契約を行う予定の年度または暦年を記載すること。

【例】令和４年４月から１２月に契約する場合の記載

令和４年４月以降に開始する最初の事業年度または令和４年（暦年）

令和５年１月から３月に契約する場合の記載

令和４年４月以降に開始する最初の事業年度または令和５年（暦年）

※１ 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、様式 の１又は様式 の２の「従12 12
参加表明書の提出業員への賃金引上げ計画の表明書 （以下「表明書」という ）を」 。

提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要時に

である。

また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告
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書別表１ （様式 ）を提出すること。なお 「中小企業等」とは、法人税法第６６」 、13

条第２項又は第３項に該当する者のことをいう。ただし、同条第６項に該当するも

のは除く 「大企業」はそれ以外の者のことをいう。。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単

位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるた

めに表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃

上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上

げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期

間とすること。

なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により

表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、

速やかに契約担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す

書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出する

ものとする。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明

した年度とその前年度の「法人事業概況説明書 （様式 ）の「 主要科目」のう」 「14 10

「 」、「 」 「 」 」（ 「 」 。）ち 労務費 役員報酬 及び 従業員給料 の合計額 以下 合計額 という

を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う

こととする 事業年度単位での賃上げを表明した落札者は 上記の資料を決算日 様。 、 （

式 の１に記載の事業年度の末日）の翌日から起算して２か月以内に契約担当官等12

に提出すること。ただし、法人税法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定に40 34 75

より申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同

条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は 「給与所得の源泉徴収票等の法定、

」（ ） 「 （ ）」 「 、調書合計表 様式 の １給与所得の源泉徴収票合計表 の 俸給Ａ15 375 ○ ○Ａ

給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較するこ

ととする（※２及び３ 。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を）

翌年の１月末までに契約担当官等に提出すること。

14※２ 中小企業等にあっては 上記の比較をすべき金額は 事業年度単位の場合は様式、 、

の「合計額」と、暦年単位の場合は様式 の「支払金額」とする。15

※３ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計

士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類で

あると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代え

ることができる。

この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は以下のとおりである。

①確認書類の提出方法

○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により 「入札説明、
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書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認めら

れる」ことが明記された書面（様式16）を、賃上げを行ったことを示す書類

と共に提出。

※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。

※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であ

ってもその後に減点措置を行う。

※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもっ

て賃上げ実績を証明することも可能である。

②「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方

○中小企業等においては、実態に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均

受給額」いずれを採用することも可能。

○各企業の実態を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金

などにより評価することも可能。

○入札説明書に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮でき

ない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給

与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するも

のである。

※例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっているなど、実態として従業員の

賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評

価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間におい

て賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図る

こと等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。

※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実態を踏まえて

判断することも可能とする。

③②の具体的な場合の例

（各企業の実態を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金

などにより評価することも可能 ）。

・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が

減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等

を評価する。

・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価す

る。

・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の

取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。

・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応

するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当

等を除いて給与総額等を評価する。

・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事すること

が求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害

対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時

雇用を除いて給与総額等を評価する。
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・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

（入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮で

きない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能 ）。

・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場

合、別途これを考慮して評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れに

よる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に

従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて

評価する。

・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場

合は、これを除いて評価する。

・令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げ

を実施した場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を評

価する。

、 、・事業年度開始月より後の賃上げについて 次のいずれにも該当する場合には

事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から１年間の賃上げ実績を評価する

ことができる。

①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。

※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが

行われていること。

②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること （意図的に賃上げ実施。

月を遅らせていないこと ）。

※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするので

はなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限

は、当該評価期間の終了月の翌々月末までとなる。

※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではな

い。

上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組

により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は

本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が

通知する減点措置の開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札

、 （ ）に参加する場合 本取組により加点された割合よりも大きな割合 １点大きな配点

の減点を行う。

なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達

成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員であ

る企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。

４ 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行するこ※
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とができなかった者については、減点措置を課さないこととする。

① 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法

律（平成８年法律第 号）第２条第１項の規定に基づき指定された特定非常災85
害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所

在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないことと

する。

② 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 年のいわゆる「リーマンショック」20
と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課

さないこととする。

③ ①及び②に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合

で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・

捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点

措置を課さないこととする。

〇自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な災害

（火災等）等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行

が一定期間不可能となった場合

〇主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合

〇資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一

部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合

など

※ 「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定し

ているが、これに限らない。

※ 個別具体の天災事変等が①及び②に相当すると認められるかどうかについて

は、別途周知する。

、 。①から③は例示であり これ以外の事象等についても別途周知する可能性がある
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物品等契約に係る入札説明書への記載例 
 
【入札説明書】  
番号 総合評価に関する事項 
（番号）評価項目 
     総合評価落札方式において評価対象となる項目は、別紙〇の総合評価基準に

明示された評価項目とする。 
（番号）賃上げの実施に関する評価 

本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙〇又は別紙●の「従業員へ

の賃金引上げ計画の表明書」（以下「表明書」という。）を提出すること。 
     また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人 

税申告書別表１」（別紙△）を提出すること。中小企業等とは、法人税法第

66 条第２項又は第３項に該当する者のことをいう。ただし、同条第６項に該

当するものは除く。大企業はそれ以外の者のことをいう。 
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦

年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を

受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間

が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じること

のないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明し

た期間と重ならない期間とすること。本項目で加点を受けた落札者に対して

は、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、

当該落札者の事業年度等（事業年度及び暦年をいう。以下同じ。）が終了した

後、速やかに契約担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以

下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官

等に提出するものとする。 
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを

表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」（別紙▲）の「「10 主要

科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下

「合計額」という。）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額

を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落

札者は、上記の資料を決算日（表明書に記載の事業年度の末日）の翌日から起

算して２か月以内に契約担当官等に提出すること。ただし、法人税法（昭和 
40 年法律第 34 号）第 75 条の２の規定により申告書の 提出期限の延長が

なされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された

期限と同じ期限に延長するものとする。 

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の
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法定調書合計表」（別紙□）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の

「○Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額に

より比較することとする（※１及び※２）。暦年単位での賃上げを表明した落

札者は、上記の資料を翌年の１月末までに契約担当官等に提出すること。 

※１ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の

場合は別紙▲の「合計額」と、暦年単位の場合は別紙□の「支払金額」

とする。 

※２ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又

は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認す

ることができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、

当該書類をもって上記書類に代えることができる。 

   この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は以下のとおり。 

①確認書類の提出方法 

○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、

「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認で

きる書類であると認められる」ことが明記された書面（別記様式

■■）を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。 

※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。 

※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合に

は、事後であってもその後に減点措置を行う。 

※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告

書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。 

②「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方 

○中小企業等においては、実態に応じて「給与総額」又は「一人当

たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。 

○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や

所定内賃金などにより評価することも可能。 

○入札説明書に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適

切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評

価することも可能。 

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員

代表及び給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の

真摯な対応を期待するものである。 

※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従

業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足す

るために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した

期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等によ

り賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度

の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。 
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※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実態

を踏まえて判断することも可能とする。 

③ ②の具体的な場合の例 

〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給

や所定内賃金などにより評価することも可能 

・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保するこ

とで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受

給者への支給額で給与総額等を評価する。 

・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与

総額等を評価する。 

・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇

や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて

給与総額等を評価する。 

・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月か

らの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場

合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価す

る。 

・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応

に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が

従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動

があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総

額等を評価する。 

・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を

評価する。 

 

〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を

適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行われたもので

評価する 

・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が

含まれない場合、別途これを考慮して評価する。 

・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時

的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除い

て評価する。 

・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額

といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれ

てしまう場合は、これを除いて評価する。 

・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に

反映できない場合は、これを除いて評価する。 

・令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４

年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したとき

から１年間の賃上げ実績を評価する。 
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・事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該

当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月か

ら１年間の賃上げ実績を評価することができる。 

１）契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われて

いること。 

※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦

年内に賃上げが行われていること。 

２）例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。（意

図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。） 

※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を

基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準と

するため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了

月の翌々月末までとなる。 

 

※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定さ 

れるものではない。 

 

 

上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本 

取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない 

場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契 

約担当官等が通知する減点措置の開始の日から１年間、政府調達の総合評価落 

札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな 

割合（１点大きな配点）の減点を行う。 

 

以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行す

ることができなかった者については、減点措置を課さないこととする。 

① 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す

る法律（平成８年法律第 85 号）第２条第１項の規定に基づき指定された

特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主

たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措

置を課さないこととする。  

② 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20 年のいわゆる「リーマンショ

ック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減

点措置を課さないこととする。  

③ ①及び②に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない

場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名また

は記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める
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場合には減点措置を課さないこととする。 

〇自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な

災害（火災等）等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事

業の遂行が一定期間不可能となった場合  

〇主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合  

〇資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価

の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合                                      

など 

※ 「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想

定しているが、これに限らない。 

※ 個別具体の天災事変等が①及び②に相当すると認められるかどうかにつ

いては、別途周知する。 

※ ①から③は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可能

性がある。 
 
【総合評価基準】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下は記載例を補足したものであり、入札公告時には削除すること。 
※１ 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、表明書（別紙〇又は別紙●）を提

出すること。 
※２ 契約を行う予定の年度または暦年を記載すること。 

【例】令和４年４月から１２月に契約する場合の記載 
        令和４年４月以降に開始する最初の事業年度または令和４年（暦年） 
          令和５年１月から３月に契約する場合の記載 
        令和４年４月以降に開始する最初の事業年度または令和５年（暦年） 

評価項目 評価基準 配点 

賃上げの実

施を表明し

た企業等（※

１） 

令和○（※２）年４月以降に開始する最初の事業年

度または令和○（※２）年（暦年）において、対前年

度または前年比で給与等受給者一人当たりの平

均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明

していること【大企業】※３ 
○点（※４） 

令和○（※２）年４月以降に開始する最初の事業年

度または令和○（※２）年（暦年）において、対前年

度または前年比で給与総額を1.5％以上増加させ

る旨、従業員に表明していること【中小企業等】
※３ 
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 ※３ 中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別

表１」（別紙▲）を提出すること。中小企業等とは、法人税法第 66 条第２項又

は第３項に該当する者のことをいう。ただし、同条第６項に該当するものは除

く。大企業はそれ以外の者のことをいう。 
※４ 加算点の満点の５％以上となる最小の整数とする。 



賃上げ実績確認期間の後ろ倒しについて 【参考資料】

〇以下の2つの条件を共に満たす場合、賃上げ実績確認期間を後ろ倒すことが可能。
①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること

（暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること）
②当該企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること（意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと）

事
業
年
度
単
位
の
場
合

R4.1月

契約を行う予定の会計年度

契約予定日の範囲
（R4.4～12月）

令
和
四
年
二
月
八
日
付

事
務
連
絡

R5.9月

（例）実際の事業年度がR4.10～R5.9の場合
→最も早い場合、R4.4～R5.3まで前倒し可能

令和４年４月以降の最初の事業年度開始時
よりも前の令和４年度中に賃上げを実施し
た場合は、その賃上げを実施したときから１
年間の賃上げ実績を評価する。

R4.4月 R5.3月
契約を行う予定の会計年度本

事
務
連
絡

R4.10月 R5.9月
（例）実際の事業年度がR4.10～R5.9の場合
→最も早い場合、R4.4～R5.3まで前倒し可能
→最も遅い場合、R5.3～R6.2まで後ろ倒し可能

R4.10月

事業年度開始日より後の賃上げについては、
条件（※）を満たす場合、賃上げ実施日から
１年間の賃上げ実績を評価する。

前倒し可能期間
（これまで通り）

後ろ倒し可能期間

R4.4月 R5.3月

暦
年
単
位
の
場
合

R4.4月 R4.12月

本
事
務
連
絡

（例）暦年で賃上げ表明した場合

R4.1月
契約予定の範囲
（R4.4～12月）

R4.4月 R4.12月暦年開始日より後の賃上げについては、
条件（※）を満たす場合、賃上げ実施日か
ら１年間の賃上げ実績を評価する。

後ろ倒し可能期間
（例）暦年で賃上げ表明した場合
最も遅い場合、 R4.12～R5.11まで後ろ倒し可能

前倒し可能期間

令
和
四
年
二
月

八
日
付

事
務
連
絡

：賃上げ開始日

：賃上げ終了日

：賃上げ開始日

：賃上げ終了日

：賃上げ開始日

：賃上げ終了日

：賃上げ開始日

：賃上げ終了日

82800049
テキスト ボックス
別紙６



賃上げ表明書の評価（加点）を実施する適用期間について

R4.10月 R5.9月

事
業
年
度
単
位
の
場
合

R4.4月 R5.3月

R5.3月 R6.2月

契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度における前年度比での賃上げを表明した場合が加点対象※

暦
年
単
位
の
場
合

R5.10月 R6.9月
R5.4月 R6.3月

R6.3月 R7.2月

R4.1月 R4.12月

R5.1月 R5.12月

契約を行う予定の年（暦年）における前年比での賃上げを表明した場合が加点対象

賃上げ表明が加点評価となる
事業年度の期間の例
（事業者により事業年度の
期間（決算時期）が異なる）

前年度比での賃上げを表明する
対象となる事業年度の期間

前年比での賃上げを表明する対
象となる暦年の期間

契約予定日がR4.4～R5.3月にある場合は
以下のような期間の事業年度における
賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR5.4～R6.3月にある場合は
以下のような期間の事業年度における
賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR4.4～12月にある場合は
令和４年における賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR5.1～12月にある場合は
令和５年における賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日の範囲
（R4.4～R5.3月）

契約予定日の範囲
（R5.4～R6.3月）

契約予定日の範囲
（R4.4～12月）

契約予定日の範囲
（R5.1～12月）

※上図の解釈に沿って、入札説明書の事業年度単位の場合の「○年４月」は、契約を予定する年度の４月となるよう記入下さい。
入札説明書記載例欄外注（ 「○年：契約を行う予定の年度または暦年を記載すること」 ）には上図以外の解釈もあり得るので補足します。

賃上げ表明が加点評価となる
事業年度の期間の例
（事業者により事業年度の
期間（決算時期）が異なる）

賃上げ表明が加点評価となる
暦年の期間

賃上げ表明が加点評価となる
暦年の期間

別紙６（R4.2.8事務連絡）


